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に
際
し
、
隣
地
と
の
境
界
画

定
を
す
る
際
、
改
め
て
、
測

量
す
る
こ
と
に
よ
り
地
積
に

増
減
が
生
ず
る
場
合
が
あ
る

の
で
十
分
留
意
さ
れ
た
い
。

と
に
評
価
す
る
。

　

そ
の
評
価
は
、
被
相
続
人

　

宅
地
の
評
価
は
、
評
価
単

位
と
し
て
１
画
地
の
宅
地
ご

　

個
人
が
相
続
又
は
遺
贈

（
平
成
27
年
１
月
１
日
以

降
）
に
よ
り
、
一
定
の
特
例

適
用
要
件
を
満
た
す
図
４
の

宅
地
等
を
取
得
し
た
す
べ
て

の
宅
地
等
の
う
ち
一
定
の
面

積
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て

は
、
次
の
一
定
の
割
合
の
減

額
を
行
っ
た
価
額
を
相
続
税

の
課
税
価
格
に
算
入
す
る
。

　

次
に
ａ
及
び
ｃ
と
ｂ
を
選

択
す
る
場
合
は
、
調
整
計
算

を
す
る
こ
と
な
く
、
各
々
の

対
象
面
積
ま
で
、
最
大
で
７

　

図
３
の
と
お
り
、
第
１
次

相
続
と
第
２
次
相
続
の
合
計

納
付
税
額
ａ
＋
ｂ
＝
４
億

８
、
４
０
５
万
円
と
な
る
。

•
検
討

　

今
回
の
事
例
Ⅰ
の
よ
う

に
、
配
偶
者
が
相
続
人
の
場

合
、
配
偶
者
の
税
額
軽
減
の

特
例
を
受
け
る
の
が
一
般
的

な
よ
う
だ
が
、
第
１
次
相
続

発
生
後
続
い
て
第
２
次
相
続

が
発
生
し
た
場
合
（
例
え

ば
、
甲
が
死
亡
し
た
半
年
後

に
乙
も
死
亡
し
た
よ
う
な
場

合
）
に
は
、
配
偶
者
に
対
す

る
相
続
税
額
の
軽
減
の
特
例

　

図
２
の
と
お
り
、
第
１
次

相
続
と
第
２
次
相
続
の
合
計

納
付
税
額
ａ
＋
ｂ
＝
５
億

７
、
３
１
０
万
円
と
な
る
。

（
注
）
計
算
上
、
葬
式
費
用

や
債
務
控
除
は
考
慮
し
て
い

な
い
、
以
下
同
様
。

•
計
算
事
例
Ⅱ

・
上
記
計
算
事
例
Ⅰ
に
お

い
て
、
第
１
次
相
続
発
生

後
、
ま
も
な
く
第
２
次
相

続
が
発
生
し
、
配
偶
者
に

対
す
る
相
続
税
額
の
軽
減

特
例
を
適
用
し
な
い
場
合
。

•
計
算
事
例
Ⅰ

① 

夫
婦
甲
及
び
乙
、
子
供

丙
・
丁
の
家
族
構
成
で

あ
る
。
甲
は
10
億
、
乙

は
５
億
の
財
産
を
有
し

て
い
る
。

② 

甲
の
死
亡
に
よ
り
乙
が

甲
の
遺
産
の
２
分
の
１

を
相
続
し
、
配
偶
者
に

対
す
る
相
続
税
額
の
軽

減
特
例
を
適
用
す
る
場

合
。
尚
、
各
相
続
人
の

相
続
分
は
法
定
相
続
分

と
す
る
。
以
下
同
様
。

お
い
て
も
、
節
税
に
な
る
場

合
が
あ
る
の
で
、
そ
の
主
な

も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。

限
は
な
い
。

イ
．
配
偶
者
の
税
額

　

軽
減
特
例
の
内
容

　

税
額
軽
減
額
の
算
式
は
図

１
の
と
お
り
で
あ
る
。

ロ
．
事
例
検
討

　

は
じ
め
に
、
一
般
的
に
相

続
税
対
策
と
言
え
ば
、
相
続

開
始
前
の
対
策
が
多
い
よ
う

で
あ
る
が
、
相
続
発
生
後
に

　

被
相
続
人
の
配
偶
者
が
相

続
又
は
遺
贈
に
よ
り
、
財
産

を
取
得
し
た
場
合
に
つ
い

て
、
相
続
財
産
は
夫
婦
の
協

力
に
よ
り
財
産
形
成
し
た
も

の
で
、
今
後
の
配
偶
者
の
生

活
を
維
持
す
る
た
め
等
に
と

ら
れ
た
特
例
措
置
で
あ
る
。

（
注
）
婚
姻
期
間
に
よ
る
制

３
０
㎡
に
つ
い
て
80
％
減
額

が
可
能
と
な
っ
た
。
一
方
ｄ

と
そ
れ
以
外
の
宅
地
等
を
選

択
す
る
場
合
に
は
調
整
計
算

が
必
要
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
小
規
模

宅
地
等
の
特
例
を
有
効
に
活

用
す
る
た
め
の
工
夫
が
必
要

で
あ
り
、
遺
産
分
割
の
場

合
、
各
相
続
人
が
ど
の
宅
地

等
を
相
続
す
れ
ば
大
き
な
減

額
を
受
け
る
こ
と
出
来
る
か

十
分
検
討
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

を
適
用
し
な
い
で
申
告
（
事

例
Ⅱ
）
し
た
場
合
の
方
が
、

第
１
次
及
び
第
２
次
相
続
税

を
通
算
し
て
税
額
が
少
な
く

な
る
。
こ
れ
は
配
偶
者
乙
が

第
１
次
相
続
で
納
付
す
べ
き

税
額
に
つ
い
て
、
乙
に
相
続

が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
債

務
控
除
又
は
納
付
済
と
し

て
、
乙
の
遺
産
額
が
減
少

し
、
合
わ
せ
て
相
次
相
続
控

除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

て
、
甲
の
相
続
税
申
告
期
限

ま
で
に
、
乙
に
相
続
の
開
始

が
あ
っ
た
場
合
等
、
遺
産
分

割
の
方
法
に
よ
り
、
相
続
税

が
所
有
し
て
い
た
１
画
地
を

相
続
発
生
時
の
状
況
で
の
評

価
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
分

割
協
議
等
で
決
定
し
た
相
続

後
の
各
相
続
人
が
取
得
し
た

相
続
発
生
後
の
相
続
税
の
節
税
ポ
イ
ン
ト

税
理
士

黒
岩　

哲
夫

経税部経税部
だよりだより

３
．
土
地
（
宅
地
）
の
分
割
に
よ
る

３
．
土
地
（
宅
地
）
の
分
割
に
よ
る

　
　

評
価
額
の
引
き
下
げ

　
　

評
価
額
の
引
き
下
げ

２
．
小
規
模
宅
地
等
に
つ
い
て
の

２
．
小
規
模
宅
地
等
に
つ
い
て
の

　
　

相
続
税
の
課
税
価
格
の
特
例

　
　

相
続
税
の
課
税
価
格
の
特
例

１
．
配
偶
者
に
対
す
る
相
続
税
額
の

１
．
配
偶
者
に
対
す
る
相
続
税
額
の

　
　

軽
減
に
つ
い
て

　
　

軽
減
に
つ
い
て

の
負
担
に
大
き
な
差
異
が
生

じ
る
の
で
留
意
す
る
。

土
地
を
各
々
の
１
画
地

の
土
地
と
し
て
評
価
す

る
（
図
５
参
照
）。

　

以
上
よ
り
、
分
割
後

の
宅
地
を
各
々
１
画
地

と
し
て
評
価
し
、
そ
の

合
計
価
額
（
①
＋
②
）

２
８
８
、
０
０
０
、
０

０
０
円
の
方
が
全
体
を

１
画
地
と
し
て
評
価
し

た
価
額
３
０
２
、
７
１

６
、
８
０
０
円
よ
り
、

差
額
１
４
、
７
１
６
、

８
０
０
円
安
く
な
る
。

但
し
、
①
分
割
が
不
合

理
分
割
に
な
ら
な
い
よ

う
に
、
②
分
割
に
当
た

り
、
分
筆
登
記
を
行
う

図２

①課税価格の合計額　９億5,200万円（10億円－基礎控除4,800万円）
②相続税の総額　　　３億5,620万円
③納付すべき税額　乙の税額　　　　   ０円
　　　　〃　　　　丙の税額　　　8,905万円
　　　　〃　　　　丁の税額　　　8,905万円
　　　　　　　　　　合計　　１億7,810万円
 …ⓐ（配偶者の軽減税額は１億7,810万円）　　

①課税価格の合計額　９億5,800万円
　（乙の遺産５億円＋甲からの遺産５億円－基礎控除4,200万円）
②相続税の総額　　３億9,500万円
③納付すべき税額　丙の税額　　１億9,750万円
　　　　　　　　　丁の税額　　１億9,750万円
　　　　　　　　　　合計　　　３億9,500万円…ⓑ

計算事例Ⅰ
・第１次相続（甲死亡）

・第２次相続（乙死亡）

図３

①課税価格の合計額　９億5,200万円
　（10億円－基礎控除4,800万円）
②相続税の総額　　　　　　　３億5,620万円
③納付すべき税額　乙の税額　１億7,810万円
　　　　〃　　　　丙の税額　　　8,905万円
　　　　〃　　　　丁の税額　　　8,905万円　　
　　　　　　　　　　合計　　３億5,620万円…ⓐ

計算事例Ⅱ
・第１次相続（甲死亡）

①課税価格の合計額　７億7,990万円
　（10億円－乙の納付すべき税額１億7,810万円－基礎控除4,200万円）
②相続税の総額　　　　　　　　　　    ３億595万円
③納付すべき税額　　丙の税額　　　6,392万5,000円
　　　　　　　　　　丁の税額　　　6,392万5,000円
　　　　　　　　　　　合計　　１億2,785万円…ⓑ
（③の計算上、丙、丁、各々8,905万円の相次相続控除適用後の金額である）

・第２次相続（乙死亡）

図１

（注）① 配偶者の相続した財産が、１億６千万円か法定相続分（子供がいる場合は２分の１）
いずれか多い方の金額までは相続税はかからない。

　　　② 特例適用要件は、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が行われている場合に
限るのであるが、その他一定の要件に該当する場合で必要な手続きを行えば税額軽減
が受けられる。

税額軽減額の算式
課税価格の合計額×１―２
１億６千万円
配偶者の実際取得額

多い方
いずれか
少ない方

課税価格の合計額

×相続税の総額＝配偶者の税額軽減額

⎧
⎨
⎩

⎧
｜
⎨
｜
⎩

図５

（路線価）（奥行価格補正率）（路線価）

（450,000円×0.92＋350,000円×
（奥行価格補正率）（二方路線影響加算率）（地積）

　0.92×0.02）×720㎡＝302,716,800円

①Ａ地の評価額
（路線価）　　　 　（地積）

450,000円×1.00×360㎡＝162,000,000円
②Ｂ地の評価額
（路線価）　　　 　（地積）

350,000円×1.00×360㎡＝126,000,000円

１画地の宅地を分割し、別々の相続人が取得する場合の宅地評価
具体事例（普通住宅地区）

〈分割前〉宅地 〈分割後〉宅地

〈計算例〉 〈計算例〉

450,000円

350,000円

18ｍ

40ｍ

360㎡
Ａ地

（甲が相続）

360㎡
Ｂ地

（乙が相続）

450,000円

350,000円

18ｍ
20ｍ

20ｍ

図４

小規模宅地等の区分 減額割合

①
ａ．特定事業用宅地　　　　　
ｂ．特定居住用宅地等　　　　
ｃ．特定同族会社事業用宅地等

80％

② ｄ．貸付事業用宅地等　　　　 50％


